
ハローワークにおける障害者の就労支援

○ 職業相談・職業紹介

ハローワークでは、就職を希望する を行い、専門の職員・職業障害者の求職登録

相談員がケースワーク方式により、障害の態様や適性、希望職種等に応じ、きめ細

かな職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施している。

職業相談・職業紹介に当たっては、公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、

ジョブコーチ支援等の している。各種支援策も活用

また、障害者を雇用している事業主、雇い入れようとしている事業主に対して、

雇用管理上の配慮等についての助言を行い、必要に応じて地域障害者職業センター

等の専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っている。

また、求人者・求職者が一堂に会する も開催している。就職面接会

○ 障害者向け求人の確保

を行うとともに、一般求人として受理したもののうちから障害者向け求人の開拓

、 。障害者に適したものについて を勧め 求人の確保に努めている障害者求人への転換

○ 雇用率達成指導

事業主は障害者雇用促進法で定められた障害者雇用率を達成する義務があるが、

毎年、事業主から雇用状況報告を求め、雇用率未達成の事業主に対して指導を行っ

ている。

雇用率達成のために雇入れなければならない障害者数の特に多い事業主等に対し

ては、安定所長名による 、同計画の 等を障害者雇入れ計画の作成命令 適正実施勧告

発出し、指導を行っている。

○ 障害者雇用率達成指導と結び付けた職業紹介

職業紹介部門、事業主指導部門が連事業主に対して雇用率達成指導を行う中で、

し、雇用率未達成企業からの求人開拓、未達成企業への職業紹介を行っている。携

○ 関係機関との連携

的確な職業紹介を行うに当たって、より専門的な支援等が必要な場合に、地域障

害者職業センターにおける専門的な職業リハビリテーションや、障害者就業・生活

関係機関と連携した就支援センターにおける生活面を含めた支援を紹介するなど、

を行っている。職支援
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障害者雇用促進のためのハローワークの取組の強化 

２ 職業紹介 

○ 平成18年度の就職件数について、平成17年度と比較して 

 2,500件の増加を目指す。 

○ 平成18年度のトライアル雇用について、開始者数6,000人、

 常用雇用移行率 80％以上を目指す。  

１ 雇用率達成指導 

○ 平成20年の障害者雇用状況報告において、雇用率達成企業の

 割合が５割を超えることを目指す。 

これに向けて 

・ 平成18年の障害者雇用状況報告においては、前年(42.1％)を上回る

 ことを最低限確保する。 

・ 平成19年の障害者雇用状況報告においては、平成17年と比較して 

 ５％ポイントの上昇を目指す。 

※ 以下の目標を設定して、着実に取組を推進

現状  

 ○ 民間企業の障害者雇用率は､1.49％。達成企業割合は､42.1％。（17年6月） 

      ＊ 中小企業の実雇用率が低下。100～299人規模では1.24％と、規模別で最低。 

      ＊ 大企業の実雇用率は高水準。しかし、達成企業割合は低い（1,000人以上規模で、33.3％）。 

 

 ○ ハローワークにおける新規求職者数 約 9万人 ～増加傾向が続いている 

             有効求職者数 約１５万人 

１ 雇用率達成指導の強化 

○ 相談・支援体制の充実・強化 （「障害者専門支援員」の配置等） 

○ 各種の雇用支援策の活用 （トライアル雇用、ジョブコーチ支援等） 

○ 関係機関との連携の強化（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等）

○ 雇用率達成指導と結び付けた職業紹介の実施 等 
 

２ 障害者に対する職業紹介の充実

○ 雇用率達成指導基準の見直しと厳正な指導 

   ＊「雇入れ計画作成命令」の発出対象を、以下の範囲の企業にも拡大。 

     ・ 法定雇用障害者数が３～４人(167～277人規模企業)で、０人雇用の企業 

     ・ 不足数が10人以上の企業 
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「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり 

～障害者試行雇用事業～ 

 

 障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者

に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがなく、障害者雇用に取り組む意欲があっても

雇い入れることに躊躇する面もあります。 

 また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏しいために、「どのような職種が

向いているかが分からない」、「仕事に耐えられるだろうか」といった不安があります。 

 このため、障害者を短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、

事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移行を促進することを目指しま

す。 

 

○ 期 間  ３か月間を限度（ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者と

の間で有期雇用契約を締結） 

○ 奨励金  事業主に対し、トライアル雇用者１人につき、月５万円を支給 

○ 実施数  6,000人（平成18年度） 

○ 実 績  開始者数5,954人、常用雇用移行率82.0％（平成17年度） 

 

 
 

 

 

どのような仕
事を担当させ
ればよいか分
からない 

障害に応じた
職場の配慮事
項が分からな
い 

障害者への接
し方、雇用管理
が分からない 

身体障害者は雇用しているが、
知的障害者を雇うのは初めて 

どのような仕
事が適職か分
からない 

訓練を受け
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際に役立つ
か不安 

トライアル雇用 
（３か月間の有期雇用）

 不安の解消・軽減 

就職は初めて
なので、職場で
の仕事に耐え
られるか不安 

障害者
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事業主 

不安 
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